
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感震ブレーカーの設置を補助します。 
補助額：上限１０，０００円（１００円未満の端数切捨） 

感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用の２分の１ 

 

※内閣府・消防庁・経済産業省ちらし抜粋 

※対象は、市内に所有又は居住する住宅に感震ブレーカーを設置した方となります。 

詳しくは、市ＨＰ「感震ブレーカー設置費補助事業のお知らせ」を御覧ください。 



 

 

※内閣府・消防庁・経済産業省ちらし抜粋 

【問い合わせ先】 

犬山市防災交通課（市役所３階） 防災担当まで 

TEL:0568-44-0346  mail:010400@city.inuyama.lg.jp 


